
○後志広域連合介護保険料滞納者に係る給付制限取扱要綱

平成25年２月13日 

要綱第２号 

改正 平成30年８月１日要綱第４号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、後志広域連合介護保険条例施行規則（平成21年後志広域連合規則第

７号。以下「規則」という。)第25条から第28条までの規定に基づく、保険料滞納者に対

する保険給付の制限（以下「給付制限」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（支払方法変更に関する通知） 

第２条 後志広域連合長（以下「広域連合長」という。）は、第１号被保険者から要介護

・要支援認定（以下「要介護認定等」という。）申請があったときは、当該被保険者（以

下「要介護被保険者等」という。）に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係

る認定をしようとする日において納期限から12月が経過した滞納保険料があった場合、

当該要介護被保険者等に規則第25条第１項に規定する介護保険納付の支払方法変更（償

還払い化）予告通知書（以下「予告通知書」という。）を交付するものとする。 

２ 広域連合長は、前条に規定する予告通知書を交付する際、当該要介護被保険者等に対

して予告通知書を交付した日の翌日から起算して10日以内に弁明書（第１号様式）の提

出を求めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当該保険料の納期限から介護保険法施行規則（平成11年

厚生省令第36号。以下「省令」という。）第99条で定める期間が経過するまでの間に当

該保険料を納入しない要介護被保険者等について、広域連合長が必要と認めるときは、

予告通知書を交付することができる。 

４ 予告通知書は、要介護認定等の申請の受理を確認した日から起算して10日以内に行う

ものとする。 

 （弁明に対する措置の決定） 

第３条 広域連合長は、前条の規定による弁明があったときは、その内容が規則第25条第

１項の相当な理由に該当すると認めた場合において、それを証する書類の添付を求める

（公簿で確認できる場合を除く。）ものとする。 

２ 前項に規定する相当な理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第66条第１項の規定によ

り、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第177号）による一般疾

病医療費の支給その他省令第98条に定める医療に関する給付を受けることができる場

合 

⑵ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」という。）第30条に定める

特別の事情に該当する場合 



⑶ 省令第100条に定める特別の事情に該当する場合

⑷ 後志広域連合介護保険料の減免に関する要綱（平成22年要綱第９号。）第５条第１

項の基準に該当する場合 

⑸ 後志広域連合介護保険条例第10条第１項各号に掲げる徴収猶予の決定を受けた場合

⑹ その他広域連合長が認める場合

 （処分の取り止め） 

第４条 広域連合長は、当該要介護被保険者等が前条の規定に該当すると認めた場合、当

該要介護被保険者等に対する介護保険給付の支払方法の変更（償還払い化）の処分を取

り止めるものとする。 

（支払方法変更の記載方法） 

第５条 規則第25条第２項に規定する当該要介護被保険者等に係る被保険者証に関する支

払方法変更の記載は、省令第101条第１項に規定する方法で行うものとするが、同項の規

定にかかわらず広域連合長が特に必要があると認めるときは、同条第２項の規定により

行うものとする。 

２ 前項の規定による支払方法の変更の適用の開始日は、同項の規定により支払方法の変

更を決定した日の属する月の翌月の初日とする。 

 （支払方法変更記載の削除） 

第６条 保険給付の支払方法の変更の記載を受けている要介護被保険者等は、滞納保険料

を完納したとき、又は第３条第２項に該当するに至ったときは、規則第25条第３項に規

定する介護保険支払方法変更（償還払い化）終了申請書に被保険者証及び第３条第１項

に規定する書類を添付して広域連合長に提出するものとする。 

２ 広域連合長は、当該要介護被保険者等から前項に規定する申請があった場合、規則第

25条第４項の規定により、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を

削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。 

３ 前項の規定による支払方法の変更の適用の終了日は、同項の規定により支払方法の変

更の終了を決定した日の属する月の前月の末日とする。 

（保険給付の一時差止） 

第７条 規則第26条第１項の規定により一時差止めする保険給付額は、滞納している保険

料の同額程度とする。 

２ 規則第26条第２項の規定により一時差止めする保険給付額から滞納保険料を控除する

期日は、一時差止後の滞納額の納入がなく、保険給付の額が滞納額を上回ったと把握さ

れた時点において、同項に規定する介護保険滞納保険料控除通知書により、あらかじめ

当該要介護保険者等に通知するものとする。 

（医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止の

手続き） 

第８条 広域連合長は、規則第27条第１項の規定により保険給付の一時差止を行うときは、

あらかじめ介護保険要介護認定等申請受理通知書（第２号様式）に介護保険給付の一時

差止等依頼書（第３号様式）を付して、医療保険者等に当該要介護被保険者等の納付状



況を確認するものとする。 

２ 広域連合長は、前項により医療保険者等から保険給付の一時差止の依頼があったとき

は、当該要介護被保険者等に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機

会を付与するものとする。 

３ 前項の弁明の機会の付与等については第２条及び第３条の規定を準用する。 

４ 広域連合長は、前２項の規定により当該要介護被保険者等から提出があった弁明書の

審査を行うときは、医療保険者等と協議を行うものとする。 

（医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止） 

第９条 規則第27条第１項の規定により一時差止めする保険給付額は、滞納している保険

料の同額程度とする。 

 （保険給付の減額） 

第１０条 規則第28条第１項の規定により行う給付額減額等の措置開始日は、同条第２項

の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けた日の属する月の翌月の初日とす

る。 

２ 給付額減額等の期間が経過したときは、減額期間の終了日の翌日に被保険者証の給付

額減額等の記載を削除し、交付するものとする。 

３ 規則28条第３項の規定により介護保険給付額減額措置解除申請書の提出があったとき

は、第３条第２項の各号のいずれかに該当するか審査し、必要と認めたときは、給付減

額等の記載を削除した被保険者証を交付するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年要綱第４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 

弁 明 書 

後志広域連合長 様 

保険料を納入できない特別の事情がありますので、次のとおり弁明します。 

提出年月日 年 月 日

申請者氏名  ○印 本人との関係

申請者住所 
〒 

  電話番号 

被保険者番号 

フ リ ガ ナ 

被保険者氏名 ○印 

生 年 月 日 年 月 日 性 別 男 ・ 女 

住 所 
〒 

 電話番号 

弁明の理由 

１ 公費負担医療の受給 ２ 災害 ３ 重大な障害又は長期入院 ４ その他 

備 考 



第２号様式（第８条関係） 

（２号被保険者用） 

介護保険要介護認定等申請受理通知書 

第 号 

年 月 日 

様 

後志広域連合長 ○印  

 下記の者に係る要介護（更新）認定・要支援（更新）認定の申請を受理したので通知い

たします。 

 なお下記の者について、介護保険法第68条第１項に規定する滞納保険料等がある場合に

は、指定期日までに下記のお問合せ先までお知らせください。 

  指定期日   ：      年  月  日 

要介護（更新）認定等の申請を行った者 

要 

介 

護 

認 

定 

等 

申 
請 

者 

氏 名

性 別

生 年 月 日 年 月 日 

住 所
〒 

介 護 被 保 険 者 番 号 

申 請 の 種 類 

１ 要介護（要支援）認定申請（新規） 

２ 要介護（要支援）認定申請（更新） 

３ 区分変更認定申請 ４ その他［    ］

申 請 年 月 日 年 月 日 

加入している医療保険の状況 

保 険 者 の 名 称 

保 険 者 番 号 

被 保 険 者 証 記 号 番 号 

問合せ先 



第３号様式（第８条関係） 

（２号被保険者用） 

介護保険給付の支払一時差止等依頼書 

年 月 日 

後志広域連合長 様 

医療保険者 

代表者         ○印 

 下記の者について、  年 月 日付け 第  号により要介護（更新）認定等の申請

を受理した旨の通知がありましたが、保険料の滞納状況は以下のとおりであり、保険給付

の一時差止等を依頼します。 

【保険料滞納者】 

氏  名 生年月日 年 月 日 性別 

住  所 
〒 

介 護 保 険 者 番 号 医 療 保 険 者 番 号 

介 護 保 険 者 の 名 称 医 療 保 険 者 の 名 称 

介護保険被保険者番号 医療保険被保険者証記号番号 

【保険料の滞納状況】 

医療保険の加入期間 ： 年 月 日 から 年 月 日まで 

年度保険料 年度保険料 年度保険料

期 別 保険料額 うち滞納額 期 別 保険料額 うち滞納額 期 別 保険料額 うち滞納額

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

期(月) 期(月) 期(月)

計 計 計

（注１）   年  月  日現在

（注２）保険料徴収債権が発生していない額（納付すべき時期が未到来の額）は含まない。 




